
宮崎県では、犯罪に強く安全で安心なまちづくりを推進するため、
安全で安心なまちづくりアドバイザーを派遣する事業を行っています。

①派遣を希望する団体へ、直接電話又はメールにて事前に
ご連絡ください。
②事前連絡後、申込書（県HPよりダウンロード）に必要事項を
記入の上、団体へ郵送、FAX、又はメールでお申込みください。
③受講後は、簡単なアンケートに御協力をお願いします。

安全で安心なまちづくり
アドバイザー派遣事業

宮崎県 総合政策部 生活・協働・男女参画課（消費・安全担当）
〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２丁目１０番１号 県庁１号館４階
電 話：０９８５－２６－７０５４／FAX：０９８５－２０－２２２１

詳しくはこちら

自治会、市町村、企業･･･ 「公民館講座」 「社内研修」など

保育所、幼稚園、学校･･･ 「授業」 「セミナー」など

い ろ い ろ な場面で利用で き ま す ！

自治会で
防犯相談したいなあ

令和８年度

こんなときは、

詐欺被害防止について
教えてもらえないかな

不審者対策は
どうしよう

A.特殊詐欺と各種犯罪対策
アドバイザー

B.不審者侵入対策
アドバイザー

各種アドバイザーにおまかせください。
アドバイザーの派遣は無料です！
お気軽にお申込みください。

詳しくはこちら
(県HP)

令和８年度

宮 崎 県 総 合 政 策 部 生 活 ・ 協 働 ・ 男 女 参 画 課 （ 消 費 ・ 安 全 担 当 ）
〒 ８ ８ ０ － ８ ５ ０ １ 宮 崎 市 橘 通 東 ２ 丁 目 １ ０ 番 １ 号 県 庁 １ 号 館 ４ 階
電 話 ： ０ ９ ８ ５ － ２ ６ － ７ ０ ５ ４ ／ F A X ： ０ ９ ８ ５ － ２ ０ － ２ ２ ２ １



【派遣の流れ】

不審者かどうかの判断は難しいですが、全職員が
挨拶等の声かけを常に心がけて行っていくことの
大切さや、道具を使うなどして不審者がいることを
伝える方法を考える必要があることを学びました。
    （小学校教諭）

受講者の声

【派遣内容】

【令和７年度不審者侵入対策アドバイザーの利用者の声】

（写真：小学校での講習の様子）

B. 不審者侵入対策（派遣回数40回） NPO法人宮崎県防犯設備士協会

○以下についての指導や助言

・不審者対策防犯マニュアルの作成

・不審者対策・対応
（不審者対策訓練、護身術等の指導）
・施設の防犯環境

住所：〒８８０－０１２１

宮崎県宮崎市島之内６２８０番地

０９８５－４８－９９０１

FAX：０９８５－３９－６５３８

info@miyazaki-sssa.org

住所：〒８８０－００２１

宮崎県宮崎市清水3丁目２番１２号

０９８５－８９－４３００

FAX：０９８５－８９－４３１０

tra-ce.sear-ch.020501@outlook.jp

○以下についての講話や助言

・特殊詐欺（SNS型投資・ロマンス詐欺を含む）

・社会情勢の変化などにより起こる犯罪

（闇バイト、こども・女性への犯罪等）

・地域における安全で安心なまちづくり

A. 特殊詐欺と各種犯罪対策（派遣回数45回） 株式会社トレース・サーチ

NEW

NEW

NEW
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